
原油価格が高騰している 

 新型コロナウイルス感染症のワクチン接

種が進んだことによる世界的な経済活動の

再開、そしてロシアのウクライナ侵攻の影

響で、原油価格が高騰しており、2月末の経

済産業省調査のガソリン小売価格は 8週連

続の値上がりを記録しています。 

 そんな中、ガソリン価格の高騰を防ぐた

め行われた「激変緩和対策」と、メディアで

取り沙汰されている「トリガー条項」をご

存じでしょうか？ 

 

激変緩和対策は補助金の支給 

 激変緩和対策事業は、原油価格高騰がコ

ロナ禍からの経済回復の重荷になる事態を

防ぐため、燃料油の卸売価格を抑制すべく、

燃料油元売り業者に国が補助金を支給する

ものです。 

 緩和措置は期間中（現行期間は令和 4年

3月31日まで）に全国平均ガソリン価格が

1リットル170円以上になった場合、1リッ

トル当たり 5円を上限として、燃料油元売

りに補助金を支給する仕組みです。 

 この対策は消費者に直接補助金を支給す

る制度ではなく、また、小売価格の高騰を

避けるための制度と位置付けられており、

ガソリン価格を下げる制度ではないと経済

産業省は説明しています。 

 また、ロシアによるウクライナ侵攻等を

踏まえて、さらなる高騰に備えるべく、当

面の間は急激な価格上昇を抑制するため支

給上限を 5円から 25円へと大幅に拡充し

ています。 

 

トリガー条項はガソリン税の一部カット 

 旧民主党政権時代の 2010年度税制改正

で導入された「トリガー条項」は、ガソリン

の平均小売価格が1リットル160円を 3か

月連続で超えた場合にガソリン税の「特例

税率分」の適用が停止され、1リットル当た

り53.8円の税率が28.7円になるものです。 

 ただし、この制度は2011年に発生した東

日本大震災の被災地の復興財源を確保する

ために凍結されたため、現在は機能してい

ません。 

 現在の原油価格の高騰は長期化の様相を

見せています。それに併せて激変緩和対策

の大幅な拡大を行ってもなお、トリガー条

項の凍結を解除するか否かの議論は進めら

れているようです。 
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ガソリンの小売価格に応じた 

激変緩和対策とトリガー条項 

どのように価格

が移行するのか

は見極めが難し

いですね。 
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